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業務執行社員

公認会計士 中 浜 明 光  

指 定 社 員
    
業務執行社員

公認会計士 中 村 誠 一  

指 定 社 員
    
業務執行社員

公認会計士 西 原 浩 文  

 

当監査法人は、国立大学法人等に対する会計監査人の監査の基準及び我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。これらの監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、国立大学法人内部者による不正及び誤謬並び
に違法行為が財務諸表等の重要な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留意して計画し、試査
を基礎として行われ、総長が採用した会計方針及びその適用方法並びに総長によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。この合理的な基礎には、当監査法人が監査を実施した範囲において
は、財務諸表等の重要な虚偽の表示をもたらす国立大学法人内部者による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は
認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実施した監査は、財務諸表等の重要な虚偽の表示
の要因とならない国立大学法人内部者による不正及び誤謬又は違法行為の有無について意見を述べるものではな
い。 

 
監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。 
(1) 財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。）が、国立大学法人会計基準及び我が国において一般に
公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、国立大学法人名古屋大学の財政状態、運営状況、キャッシュ・
フローの状況及び業務実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
ては費用進行基準を、また、プロジェクト研究の一部等については成果進行基準を採用することに変更した。 

 
国立大学法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上  

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当国立大学法人
が別途保管しております。 

 


